
◎円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務

の調整の手続等に関する法律 
（令和七年六月一三日法律第六七号）   

一、 提案理由（令和七年五月二一日・衆議院経済産業委員会） 

○武藤国務大臣 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整

の手続等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 

 日本企業の債務残高は、昨年六月には約七百兆円となり、コロナ禍前に比べて約百二

十兆円増加しています。また、昨年の倒産件数は十一年ぶりに一万件を超えた状況であ

ります。今後の円安や物価高、人手不足の状況等を踏まえると、債務負担が収益性向上

の事業活動の足かせとなって事業再生の機会を逃し、倒産に至る企業が更に増加するお

それがあります。 

 こうした経済社会情勢の動向を受け、事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価

値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を

強化しておくことが重要です。 

 こうした観点から、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の円滑な事業再生の実施

を図るため、事業者の金融債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続の創設等

の措置を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、本法律案に定める手続を利用する事業者に対して金融機関等が有する貸付債

権等を対象債権と定義するとともに、対象債権を有する者であって手続開始の通知を受

けた者を対象債権者と定義します。 

 第二に、対象債権者の権利の変更に関する手続を整備します。具体的には、経済的窮

境に陥るおそれのある事業者が、事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利

を変更しようとするときは、指定確認調査機関に申請し、権利の変更に関する方針が金

融機関等の一般の利益に適合する見込みがある等の一定の要件に該当する旨の確認を受

けなければならないこととします。また、同機関の確認を受けた事業者は、権利の変更

に関する議案を決議するために対象債権者集会を招集することとするとともに、対象債

権者集会において議案を可決する決議があったときは、裁判所に認可の申立てをしなけ

ればならないこととします。さらに、裁判所は、手続が法令に違反することや一般の利

益に反すること等の一定の事項に該当する場合を除き、決議の認可を決定することとし、

認可の決定により、対象債権者の権利の変更の効力が生じることとします。 

 第三に、経済産業大臣は、対象債権者の権利の変更に関する手続に関する業務を適確

に実施するに足る経理的及び技術的な基礎を有する等の要件に該当する法人を指定確認

調査機関として指定することができることとするとともに、同機関の監督のための所要

の措置を講ずることとします。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 



 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

二、 衆議院経済産業委員長報告（令和七年五月三〇日） 

○宮崎政久君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、早期で円滑に事業再生を行うこ

とができるようにするため、当該事業者の申出により、経済産業大臣の指定を受けた公

正な第三者機関の関与の下で、金融機関等である債権者の一定割合以上の多数決とその

決議に対する裁判所の認可により、当該事業者がその債務に係る権利関係の調整を行う

ことができる手続等を整備するものであります。 

 本案は、去る五月二十日本委員会に付託され、翌二十一日に武藤経済産業大臣から趣

旨の説明を聴取いたしました。二十三日に質疑に入り、二十八日質疑を終局いたしまし

た。 

 質疑終局後、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民

主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の六派共同提案により、目的規定に、事業者

が「その事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で」との文言を

追加すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、討論、採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多

数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（令和七年五月二八日） 

○山岡委員 ただいま議題となりました円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関

等に対する債務の調整の手続等に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を

代表して、その趣旨及び概要について御説明をいたします。 

 経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、早期での事業再生に取り組み、経済の新

陳代謝機能強化を図ることは重要です。本法律案はその観点に立ち、事業者の円滑な事

業再生の実施を図るため所要の措置を講ずるものであり、目下の経済情勢を鑑みたと

き、その措置の必要性については高く評価をするところです。 

 他方で、本法律案提出の理由及び趣旨では、「事業者が早期での事業再生に取り組

み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳

代謝機能を強化しておくことが重要」とし、技術や人材の重要性を述べ、また本法律案

作成に当たって協議されてきた経済産業省の産業構造審議会経済産業政策新機軸部会事

業再構築小委員会の報告書では、「清算価値保障による対象債権者一般の利益に適合し

つつ、取引先や雇用等の利益にも資するといった社会的・経済的観点からの公共的利益

の実現を達成するために必要かつ合理的な手段となること。」を新たに制度を構築する

際の正当性の一つとし、「事業再生に当たっては、従業員の協力も必要であることにも



留意が必要である。」との指摘がされていたのにもかかわらず、本法律案では、事業価

値の毀損の回避や技術及び人材の散逸の回避、早期事業再生計画の遂行過程での従業員

の協力見込みについて、条文として明確に規定されていません。 

 本法律案が原案のまま成立した場合、その運用において、早期の事業再生が進む傍ら

で、人材や技術が安易に国内外へ散逸や流出する可能性が排除できず、また従業員の協

力が得られないことで早期事業再生計画の円滑な遂行に支障を来し、再生が長期化をす

る懸念も拭えません。結果として事業者の早期再生が遠のき、事業価値の毀損につなが

り、ひいては日本経済全体の国力低下につながるおそれがあるものと考えます。 

 こうした観点から、企業価値の毀損や技術及び人材の散逸の回避を本法律案の目的と

して明確にするとともに、事業者が早期事業再生計画を策定する際、従業員の協力の見

込みを確認することで、より正当で円滑な早期事業再生に寄与すべく、本修正案を提出

した次第であります。 

 次に、本修正案の内容について御説明申し上げます。 

 本修正案は、目的規定に、事業者が「その事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散

逸の回避を図った上で」との文言を追加するとともに、早期事業再生計画の記載事項の

うち、確認事業者が早期での事業再生を図るため実施しようとする今後の事業活動に関

する事項について、「当該確認事業者に係る従業員の当該事業活動への協力並びに当該

確認事業者に係る技術及び人材の散逸の回避の見込みに関する事項として経済産業省令

で定めるもの」を含むものとしております。 

 以上が、本修正案の趣旨及びその内容の概要でございます。 

 何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月二八日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 本制度において、特に技術や人材の散逸を回避することや、従業員の協力の下で円

滑に早期事業再生計画が実施されることが重要であることに鑑み、対象債権者や確認

事業者の労使等となり得る関係者に対し、本制度の位置付け等について適切な情報提

供を行うこと。 

二 早期事業再生に向け、確認事業者が会社分割や事業譲渡等によってその従業員の雇

用や労働条件の変更等を実施する可能性がある場合は、過半数労働組合等との協議を

通じてその理解と協力を得るよう促すとともに、早期事業再生計画にそれら協議の状

況を明記することとし、指定確認調査機関による調査の対象とするとともに、上記の

趣旨を踏まえ、確認事業者が労働組合との協議のために情報提供を行う場合には、手

続開始の公告をせず権利変更の対象を金融債務に限定することで事業価値の毀損の回

避を図るという本制度の趣旨に鑑み、情報の秘密保持が適切になされるための必要な

措置を、指定確認調査機関がその業務規程において定める事項とすること。 

三 権利変更決議については、早期事業再生計画に基づく雇用や労働条件の変更等のほ



か確認事業者とその労働組合による労働協約等の変更等に法的な効力を及ぼすもので

ないことを明確にし、濫用的な取扱いがなされないよう必要な措置を講ずるととも

に、認可後においても早期事業再生計画に基づく確認事業者の取組が従業員の協力の

下で円滑に行われているかどうか等に留意し、必要に応じて適切に対応すること。 

四 指定確認調査機関の指定をする際には、対象債権者の権利変更手続全体の円滑な実

施、早期事業再生計画の適確な調査、確認調査員の適正な選任等を実施するために十

分な能力を有しているかどうか、特に確認をすること。 

五 確認調査員の選任については、そのプロセスの透明性を高めるとともに、多数決に

より金融債務の権利変更を行うことが可能になることを踏まえ、その選任要件は事業

再生ＡＤＲにおける手続実施者に比較して、より厳格に定めること。また、確認調査

員の見識を高め経験値を共有できるようにするため、研修の機会等の充実を図るこ

と。 

六 中小企業の事業再生支援については、物価高や人手不足等の厳しい経営環境の中で

その必要性が高まっていることを踏まえ、中小企業活性化協議会や中小企業の事業再

生等に関するガイドライン等を活用した既存の支援に当たり、関係機関の緊密な連携

の下で事業者に寄り添った支援を一層充実させること。 

七 本法の手続開始の要件が民事再生法等から緩和されていることを踏まえ、債務調整

の必要性がない事業者が本制度を濫用することで債権者の利益が不当に害されること

がないよう、指定確認調査機関が本制度の利用要件を確認する際に濫用を図る事業者

を適切に排除するための運用における留意すべき点を整理し、広く周知・広報を行う

こと。 

三、 参議院経済産業委員長報告（令和七年六月六日） 

○牧山ひろえ君 ただいま議題となりました円滑な事業再生を図るための事業者の金融

機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期での事業再生の円滑化を

図るため、当該事業者の申出により、経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者の関与

の下で、金融機関等である債権者の一定割合以上の多数決とその決議に対する裁判所の

認可により、当該事業者がその債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続等を

整備しようとするものであります。 

 なお、衆議院において、本法律案の目的について、事業者が事業価値の毀損や技術及

び人材の散逸の回避を図ることを明確にするとともに、早期事業再生計画の記載事項に、

今後の事業活動への従業員の協力の見込み等が含まれることを明確にすることを内容と

する修正が行われております。 

 委員会におきましては、指定確認調査機関の役割、金融機関等への影響、労働者保護

の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 



 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩渕委員より反対す

る旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年六月五日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 本制度において、特に技術や人材の散逸を回避することや、従業員の協力の下で円

滑に早期事業再生計画が実施されることが重要であることに鑑み、対象債権者や確認

事業者の労使等となり得る関係者に対し、本制度の位置付け等について適切な情報提

供を行うこと。 

二 早期事業再生に向け、確認事業者が会社分割や事業譲渡等によってその従業員の雇

用や労働条件の変更等を実施する可能性がある場合には、過半数労働組合等との協議

を通じてその理解と協力を得るよう促すとともに、早期事業再生計画にそれら協議の

状況を明記することとし、指定確認調査機関による調査の対象とすること。また、上

記の趣旨を踏まえ、確認事業者が労働組合との協議のために情報提供を行う場合には、

手続開始の公告をせず権利変更の対象を金融債務に限定することで事業価値の毀損の

回避を図るという本制度の趣旨に鑑み、情報の秘密保持が適切になされるための必要

な措置を、指定確認調査機関がその業務規程において定める事項とすること。 

三 権利変更決議については、早期事業再生計画に基づく雇用や労働条件の変更等のほ

か確認事業者とその労働組合による労働協約等の変更等に法的な効力を及ぼすもので

ないことを明確にし、濫用的な取扱いがなされないよう必要な措置を講ずるとともに、

その効力の発生後においても早期事業再生計画に基づく確認事業者の取組が従業員の

協力の下で円滑に行われているかどうか等に留意し、必要に応じて適切に対応するこ

と。 

四 指定確認調査機関の指定をする際には、対象債権者の権利変更手続全体の円滑な実

施、早期事業再生計画の適確な調査、確認調査員の適正な選任等を実施するために十

分な能力を有しているかどうか、特に確認をすること。 

五 確認調査員の選任については、そのプロセスの透明性を高めるとともに、多数決に

より金融債務の権利変更を行うことが可能になることを踏まえ、その選任要件は事業

再生ＡＤＲにおける手続実施者に比較して、より厳格に定めること。また、確認調査

員の見識を高め経験値を共有できるようにするため、研修の機会等の充実を図ること。 

六 本法の手続開始の要件が民事再生法等から緩和されていることを踏まえ、債務調整

の必要性がない事業者が本制度を濫用することで債権者の利益が不当に害されること

がないよう、指定確認調査機関が本制度の利用要件を確認する際に濫用を図る事業者



を適切に排除するための運用における留意すべき点を整理し、広く周知・広報を行う

こと。 

七 中小企業の事業再生支援については、物価高や人手不足等の厳しい経営環境の中で

その必要性が高まっていることを踏まえ、中小企業活性化協議会や中小企業の事業再

生等に関するガイドライン等を活用した既存の支援に当たり、関係機関の緊密な連携

の下で事業者に寄り添った支援を一層充実させること。 

  右決議する。 

 


